
（地共済人間ドック）  

受診を希望する全ての皆様へ 

 

 

 

ご注意ください① 
 

 

地共済で申請を受け、受診を許可した方には５月下旬頃に、「受診許

可通知」メールを送信しますので、電子申請サービスにて、「受診許可

証」をダウンロードして下さい。 

（紙で申請した方には、所属あてに送付します。） 

 

医療機関で受診する際に「受診許可証」にて受診が許可されている組

合員かどうかを確認しますので、窓口で提示してください。提示方法は、

紙でプリントアウトしたもの、またはスマートフォン等に保存した画像

でも結構です。 

 

５月下旬頃に送付する「受診許可通知」メール（紙）を必ずご確認い

ただき、「受診許可通知」メール（紙）が届いていない方は地共済まで

ご連絡ください。 

 

 

（別紙１） 



（地共済人間ドック）  

電子申請サービスにより申請する組合員の皆様へ 

 

 

ご注意ください② 
 

電子申請サービスで申請をした場合、手続きが完了しているかどうか必ず確認

してください。 

 

申請が完了したら「【人間ドック】申請を受け付けました」というメールが電

子申請サービスから自動送信されます。このメールが届いたら、申請が完了して

いることになります。届いていなければ申請ができていない可能性が高いので、

もう一度確認のうえ手続きをやり直してください。 

（迷惑メール等を受信しない設定をしている場合メールが届かない可能性があ

りますのであらかじめ解除する等ご注意ください） 

 

過去に、「電子申請をしたつもりができていなかった」ため人間ドック補助が

受けられなかった事例があります。 

 

 皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 
 

 

＜電子申請サービス操作マニュアル ＳＴＥＰ９ P11＞ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

地方職員共済組合 給付福利班 

このメールが届けば 

申し込み完了！ 

人間ドック（本）=本人の申請 

人間ドック（配）＝被扶養配偶者の申請 

（別紙２） 


